
平成２８年度第２回野田市学校給食運営委員会

平成２９年１月２８日（土）

午前１０時から

こうのとりの里 レクチャールーム

１ 開 会

２ 挨 拶

（１）教育長

（２）委員長

３ 議 事

（１）平成２８年度の賄材料費の執行状況について

（２）給食費の未納状況及び未納に対する対策について

（３）地産地消の実績及び今後の見通しについて

４ その他

（１）給食食材の安全性確保について

（２）今後の学校給食運営委員会の運営について

５ 閉 会
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１ 平成２８年度の賄材料費の執行状況について

（１）各調理場の執行状況

① 執行状況の目標

・１食当たりの単価が、基準単価（小学校２５３円、中学校３０４円）のプラス・マイナス３％以内に

なることを目標に執行しております。その執行状況は教育委員会でも毎月チェックを行っており、２

か月以上続けて、プラスマイナス３％を超えた場合には栄養士に連絡を取り、指導助言を行っており

ます。

基準単価 プラス・マイナス３％の範囲

幼稚園・小学校 ２５３円 ２４５．４円～２６０．６円

中学校 ３０４円 ２９４．９円～３１３．１円

② ４月から１２月の状況

４月から１２月までの平均でみると、単独校１６校、野田センター及び関宿センターは、プラス・マ

イナス３％以内で執行できておりました。東部小学校、東部中学校につきましては、プラス・マイナス

３％以内の執行ができませんでしたので、１月から３月の献立を立てる際に調整し、基準単価に近づけ

るように、指導を行っていきます。

③ 今後の賄材料費の管理について

今後も、月ごとの予算執行において、基準単価のプラス・マイナス３％で執行できるように、給食管

理システムの各食品の単価管理を行い、前月中に翌月の献立の全ての食材の発注金額（見込み）を予算

管理シートに入力し、その結果を受けて、献立を変えたり、発注量の増減を行ったりし、調整をした上

で予算を確定させてから執行するよう、指導を徹底してまいります。

（２）全体の執行状況

全体的に見ますと、小学校では、基準単価２５３円のところ、４月から１２月までの全体平均が２５４.

８０円で、基準単価のプラス１．０１％となっております。中学校では、基準単価３０４円のところ全体

平均が３０５．３０円で、基準単価のプラス１．００％となっております。

小中学校とも、月ごとにプラス・マイナスの変動はありますが、現在までの賄材料費につきましては、

順調に執行されております。

（３）野田産米補助について

第１回給食運営委員会でもご報告いたしましたが、平成２７年度は、野田産米が予定より安価であった

ことから、野田産米補助額において余った額約９０万円を副食代にまわすこととしました。

平成２８年９月議会で、野田産米補助を約９０万円増額補正し、今年度の副食代の充実を図ることとし

ました。

また、平成２８年度の野田産米も、予定（予定価格は３１２円／㎏）より、２９５円／㎏と安価なため、

今後も副食代の充実に充ててまいります。
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平成２８年度学校別及び月別食材費の１食当たり単価（野田産米補助を含まない）

※網掛けは、基準単価（小253円、中304円）の±３％の幅を超えたもの 単位：円

学校名 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 基準 平均

東部小

単価 266.86 269.00 251.56 266.83 262.72 263.59 254.90 258.06 253 261.69

間差 5.48 6.32 △0.57 5.47 3.84 4.19 0.75 2.00 3.43

南部小

単価 261.36 265.95 266.44 260.16 252.17 250.64 245.68 245.12 253 255.94

間差 3.30 5.12 5.31 2.83 △0.33 △0.93 △2.89 △3.11 1.16

北部小

単価 247.66 261.94 251.44 272.62 255.68 250.05 247.46 261.29 253 256.02

間差 △2.11 3.53 △0.62 7.75 1.06 △1.17 △2.19 3.28 1.19

福一小

単価 293.80 274.03 234.37 254.40 278.28 257.41 249.50 241.42 253 260.40

間差 16.13 8.31 △7.36 0.55 9.99 1.74 △1.38 △4.58 2.93

福二小

単価 265.22 258.92 245.80 228.86 273.30 254.64 244.72 240.83 253 251.54

間差 4.83 2.34 △2.85 △9.54 8.02 0.65 △3.27 △4.81 △0.58

川間小

単価 248.08 250.65 261.01 261.69 263.99 246.25 252.90 247.20 253 253.94

間差 △1.94 △0.93 3.17 3.43 4.34 △2.67 △0.04 △2.29 0.37

山崎小

単価 255.68 261.54 255.33 253.52 246.57 245.28 235.66 241.66 253 249.41

間差 1.06 3.38 0.92 0.21 △2.54 △3.05 △6.85 △4.48 △1.42

岩木小

単価 267.09 262.49 259.77 252.09 272.89 249.82 247.72 237.70 253 256.20

間差 5.57 3.75 2.68 △0.36 7.86 △1.26 △2.09 △6.05 1.26

尾崎小

単価 261.37 258.89 259.79 252.32 260.29 261.41 244.40 245.82 253 255.54

間差 3.31 2.33 2.68 △0.27 2.88 3.32 △3.40 △2.84 1.00

七光台小

単価 252.07 254.93 252.61 259.49 252.99 251.44 252.96 248.74 253 253.15

間差 △0.37 0.76 △0.15 2.57 △0.00 △0.62 △0.02 △1.68 0.06

二ツ塚小

単価 251.23 253.27 242.63 243.48 253.03 257.66 254.88 238.79 253 249.37

間差 △0.70 0.11 △4.10 △3.76 0.01 1.84 0.74 △5.62 △1.43

みずき小

単価 248.82 253.48 257.55 270.71 259.77 264.59 246.74 244.45 253 255.76

間差 △1.65 0.19 1.80 7.00 2.68 4.58 △2.47 △3.38 1.09

野田

センター

単価 270.00 261.00 257.00 252.00 240.00 256.00 249.28 253.36 253 254.83

間差 6.72 3.16 1.58 △0.40 △5.14 1.19 △1.47 0.14 0.72

関宿

センター

単価 263.09 255.69 251.23 249.25 254.60 252.75 249.28 251.07 253 253.37

間差 3.99 1.06 △0.70 △1.48 0.63 △0.10 △1.47 △0.76 0.15

小学校平均 260.88 260.13 253.32 255.53 259.02 254.40 248.29 246.80 254.80

東部中

単価 325.29 312.88 313.03 315.96 327.73 322.39 316.74 315.12 304 318.64

間差 7.00 2.92 2.97 3.93 7.81 6.05 4.19 3.66 4.82

南部中

単価 324.34 313.14 306.70 292.56 302.05 307.49 283.98 278.95 304 301.15

間差 6.69 3.01 0.89 △3.76 △0.64 1.15 △6.59 △8.24 △0.94

北部中

単価 305.88 305.82 308.01 312.61 302.76 309.73 296.68 295.09 304 304.57

間差 0.62 0.60 1.32 2.83 △0.41 1.88 △2.41 △2.93 0.19

福田中

単価 339.94 307.19 274.69 262.37 305.66 305.29 295.91 307.08 304 299.77

間差 11.82 1.05 △9.64 △13.69 0.55 0.42 △2.66 1.01 △1.39

川間中

単価 309.12 304.97 301.45 306.54 299.96 297.89 298.31 306.16 304 303.05

間差 1.68 0.32 △0.84 0.84 △1.33 △2.01 △1.87 0.71 △0.31

岩名中

単価 307.32 306.49 300.63 309.97 306.57 308.30 302.05 302.09 304 305.43

間差 1.09 0.82 △1.11 1.96 0.85 1.41 △0.64 △0.63 0.47

野田

センター

単価 325.00 313.00 309.00 303.00 289.00 308.00 294.49 304.43 304 305.74

間差 6.91 2.96 1.64 △0.33 △4.93 1.32 △3.13 0.14 0.57

関宿

センター

単価 315.70 306.83 301.48 299.10 305.52 303.30 299.13 301.28 304 304.04

間差 3.85 0.93 △0.83 △1.61 0.50 △0.23 △1.60 △0.89 0.01

中学校平均 319.07 308.79 301.87 300.26 304.91 307.80 298.41 301.27 305.30
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２ 給食費の未納状況及び未納に対する対策について

（１）現年度（平成２８年度）分の未納額の状況

過去５年間の同時期と比較すると、平成２８年度につきましては、平成２７年度に比べ未納額が約６３万

円、未納率が０．１４％減少しました。現年度分の未納が少しでも減少するよう、年度末に向けて、更に各

学校に協力を依頼してまいります。

【平成２３年度から平成２７年度の年度末、２８年度４月から１１月末までの未納状況 】（単位：千円）

年 度 徴収する給食費 未納額 未納率

２３年度 ３９０，２７１ ３，５０７ ０．９０％

２４年度 ３８７，５９５ ２，５１２ ０．６５％

２５年度 ３８７，９７３ ２，３０８ ０．５９％

２６年度 ４０４，３７７ ３，１０５ ０．７６％

２７年度 ４２４，６８１ ３，４０１ ０．８０％

２８年度 ４２３，６０９ ２，７７９ ０．６６％

（２）過年度分未納額に対する収納状況

過年度分未納額すなわち過去の未納額は、現年度の未納額が累積していくため、年度初め滞納額は、平成

２５年度まで年々増加しておりましたが、平成２６年度以降は前年度の収納額が増加したため、年度初め滞

納額は、増加することなく、ほぼ横ばいから減少へと転じました。平成２８年度１２月末日までの未納総額

は１，００８万円（平成２７年度１２月末滞納総額は、１，０２５万円）です。

なお、平成２８年度の収納額及び収納率は、平成２８年度の１２月末日までの９ヶ月間の実績となります。

今後、３月末までには、更に児童手当等からの徴収もありますが、昨年度に比べ収納額が低い状況にありま

すので、過年度の督促も強化して参ります。

【過年度未納額の推移】 ※Ｈ２７までは決算時。Ｈ２８は１２月末日まで

年度 未納件数 年度初め滞納額（円） 収納額（円） 未納総額（円） 収納率（％）

23 223件 11,417,775 2,019,426 9,398,349 17,69

24 279件 12,403,367 1,944,351 10,459,016 15.68

25 296件 12,915,018 2,516,665 10,398,353 19.49

26 214件 12,895,211 3,148,428 9,746,783 24.42

27 237件 12,844,993 3,392,062 9,452,931 26.41

28 218件 12,086,962 2,007,861 10,079,101 16.61
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（３）平成２８年度の収納対策

①今年度の具体的な取組

※ 学校での取組（各校の状況に応じて、随時実施）

・保護者会等での説明

・学校及び学年便りを通した依頼

・保護者への電話及び手紙での督促

・学級担任等による家庭訪問

・小中学校間の情報交換

・現在手集金を実施している学校

中央小、宮崎小、柳沢小、みずき小、

第一中、第二中、東部中、川間中、木間ケ瀬中、二川中（一部）

※ 市教委での取組

・給食申込の実施（４月）

・夜間、土、日曜日の電話による督促（１１月１５日～２５日、２月実施予定）（随時）

・臨戸徴収の実施（６月２５日、１１月２６日、２月実施予定）（随時）

・催告文書の発送（滞納世帯１０月１９日）

・再催告書の送付（催告書を送った世帯の内、定期的な納入がない世帯２月実施予定）

・該当家庭への訪問による状況説明（随時）

②児童手当からの給食費の徴収について

児童手当法が改正され、法第２２条の３（申し出による徴収）で、未納分の給食費に関し、受給者の

申し出により滞納給食費を児童手当から天引きできるようになりました。徴収範囲は未納分に限り、児

童手当対象者だけでなく、中学校を卒業した生徒の未納分は、その弟妹の児童手当からの徴収も可能と

なっています。

平成２８年度は５６件の申し出を受け、１，２１３，３９５円が徴収済みとなりました。今後２月の

児童手当からの徴収により５５７，９５０円が徴収予定となっております。これにより、今年度の合計

金額は、１，７７１，３４５円となり、平成２８年度申出をした５６件中、３５件が完済予定となりま

す。

なお、昨年度から、給食申込書で、３か月以上未納となった場合は、児童手当からの引き落としに同

意する意向をあらかじめ伺うこととしました。このことについて御理解をお願いし、児童手当からの引

き落としを活用した納入は、昨年度より、２１８，９８１円増加しております。

更に、年度末には、学校より該当保護者に、児童手当からの引き落としを説明し、申出書を提出いた

だける等の効果を期待しております。

③悪質滞納者に対する法的措置

市では、悪質な滞納者について、裁判所による支払督促の実施も視野に入れた取組を進めております。

平成２８年１２月末までの過年度分として、１５２世帯で約１，００８万円の滞納があります。世帯

数を単位として、この滞納額を区分すると次表のとおりとなります。

滞納額区分 H28(12月末）

世帯数

H27(12月末）

世帯数

1円以上 ～ 10,000円未満 ２３ ２６

10,000円 ～ 50,000円 ６３ ８０

50,000円 ～ 100,000円 ３８ ４２

100,000円 ～ 200,000円 １８ １６

200,000円以上 １０ ８

合 計 １５２ １７２
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このうち、裁判所による支払督促申立ての対象とする悪質な滞納者については、原則として次の事

項全てに該当する者としております。

ア 滞納額が１０万円以上の者

イ 過年度滞納分において、催告書等の送付、臨戸等による納付指導及び通告書の送付にもかかわら

ず、前年度及び今年度（平成２７年度及び２８年度）において、過年度分滞納金の納付も納付誓

約書等の提出もない者、又は、納付誓約書を提出したにもかかわらず、履行しない者

ウ 現年度の給食費において、前年度（平成２７年度）に納めるべき金額の半分以上が未納となって

いる者

エ 野田市に住民登録があり、現に居住していることが確認できる者（滞納者の住所地の裁判所の管

轄となるため）

※ ただし、長期疾病や不慮の災害、昨年度又は今年度において、生活保護又は準要保護の適用を受

けた者、その他やむを得ない特別の事情があると認められる場合は、裁判所による支払督促申立

ての対象としないことができるものとする。

※ 平成２８年１２月末現在、１０万円以上の滞納家庭は２８世帯ありますが、上記の条件にすべて

当てはまり、裁判所による支払督促の対象となるのは３世帯となります。これらの世帯につきま

しては、引き続き納入にご理解を頂くよう、２月に臨戸徴収を行う等、年度末まで粘り強く働き

掛けを継続いたします。それでも改善されない世帯に対しましては、最も悪質性の認められる世

帯から順次、裁判所による支払督促申立てを実施する方向で検討していきます。

④具体的な悪質滞納者の事例について（法的措置実施の承認について）

【事例１】

【事例２】

【事例３】

滞納額及び状況 ３１３，７０８円

就学援助・

生活状況等

・生活保護受給家庭ではない。

・リフォーム・趣味等に費やす生活の余裕が見られる。

・子は卒業。

対応等 ・電話督促、催告書に反応がほとんどない。

・平成２８年度に５，０００円納入（電話督促後）

（平成２７年度に５，０００円納入（臨戸徴収））

・誓約書を記入するも、定期的な納入なし。

滞納額及び状況 １５１，８９６円

就学援助・

生活状況等

・生活保護受給家庭ではない。

・平成２８年度に引っ越し。

・子は卒業。

対応等 ・電話督促、催告書、臨戸徴収に反応がない。

・平成２８年度に納入なし。

（平成２７年度５，０００円納入（臨戸徴収））

・納付書を渡しても、自主的な納入は無い。

・誓約書を記入するも、継続的な納入なし。

滞納額及び状況 １０９，８３６円

就学援助・

生活状況等

・生活保護受給家庭ではない。

・子は卒業。

対応等 ・催告書に反応がない。

（平成２７年に４，０００円納入（臨戸徴収後））

・電話督促の際に都合が悪いと応じない。

・納付書を渡しても、自主的な納入は無い。

・誓約書を記入するも、継続的な納入なし。
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３ 地産地消の実績及び今後の見通しについて

（１）野田産ブランド米の活用について

米飯給食については、平成２２年１０月1日から、千葉県学校給食会を経由せずに直接、ちば東葛農協

から「玄米黒酢農法米」及び「江川地区の減農薬・減化学肥料栽培で生産された米」を購入し、より安全

安心で安価な米飯給食を実施しております。

また、平成２７年度の給食費の値上げにより、月一回以上の雑穀米の実施を行ってまいりましたが、平

成２８年１１月１日から、精米工場に依頼し「玄米黒酢農法米」を発芽玄米に加工し、月に１回以上学校

給食で発芽玄米入りご飯を提供するようになりました。

（２）地元農家から学校給食への野菜の供給

学校や地域の実態に応じて、地元産の野菜の活用を進めているところです。

平成２８年度の１２月までの購入量は、野田給食センター、関宿給食センターへの４Ｈクラブの納入が

軌道に乗り始めたことや、大規模校での活用の増加や、ビニルハウスを建てるなど年間を通して出荷でき

るようにしたことにより、下表のとおり、前年の同時期よりも総量で２．０５倍に増加しております。教

育委員会としましては、更なる各農家への直接的な働きかけの強化及び担当栄養士への意識向上を図ると

共に、新たに協力していただける方の開拓も含め、地元農作物による地産地消を推進してまいります。

【平成２７年度及び平成２８年度地元農家からの購入状況】

販売者

（敬称略） 購入施設

購入額（単位：ｋｇ）

品目例

28年度

４～１２月

27年度(年間)

４～１２月

1

北農クラブ

（五木）

北部小、岩木小

七光台小、北部中

川間中、岩名中 13,929

(16,342)

11,783

ほうれん草、小松菜、

キャベツ、じゃがい

も、きゅうり

2

石山まゆみ

（木野崎）

南部小、福一小

山崎小、二ツ塚小

みずき小、南部中

福田中 1,944

(4,021)

2,426

ねぎ、ほうれん草

3

遠藤 徹也

（鶴奉）

東部小、川間小

尾崎小、東部中

福二小、南部中

野田センター、関宿センター 20,350

(11,380)

7,551

ほうれん草、小松菜

4

金剛寺みち子

（西三ヶ尾）

福二小

229

(327)

247

白菜、小松菜、

キャベツ、じゃがいも

5

根本 とみ

（三ツ堀）

東部小、福一小

福田中、二ツ塚小 78

(230)

104

白菜、小松菜、ねぎ

キャベツ、じゃがいも

6

篠崎 達夫

（鶴奉）

東部小

20

(9)

8

みつば

7

４Ｈクラブ

（市内全域)

野田センター

関宿センター

32,027

(14,067)

11,132

キャベツ、小松菜

長ねぎ、ほうれん草、

きゅうり、人参、大根

8

池澤 宣夫

（木間ケ瀬）

川間小

４Ｈクラブへ 90

ほうれん草、トマト、

きゅうり

9

池澤 利夫

（木間ケ瀬）

川間小

４Ｈクラブへ 22

小松菜

計
68,577

(46,488)

33,363
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４ その他

（１）給食食材の安全性確保について

〈基本的な考え〉

学校給食では、市場に流通している安全な食材の使用を基本としながら、各調理場の担当者や市教育委

員会が、国や県のホームページ等で出荷制限情報等を注意深く確認し、納品の際、産地等の確認と記録を

行っております。さらに調理についても、葉物については水洗い、根菜については皮をむく等きめ細やか

な対応を図っています。

学校教育課では、平成２３年１２月からは、保護者の皆様の安心をより得るため、市場に流通している

食品も含めた全食材の中から最大５品目の「調理前給食食材検査」と５食の「調理後給食１食丸ごと検

査」（調理後の給食１食分をミキサーにかけて検査）を毎週実施していました。

平成２４年６月から、消費者庁より放射性物質検査機器１台の貸与があり、９月にもう１台の貸与を受

け、現在は調理前食材検査を各施設あたり週２．２回、調理後給食1食丸ごと検査については各施設あた

り週１．６回の検査が行われています。検査の結果につきましては、市のホームページに掲載しておりま

す。また、各学校やセンターから給食だより等で、検査の結果をお知らせしております。

【結果例：市ホームページより一部抜粋】

① 調理前給食食材検査 （単位：ベクレル/キログラム）

検査日 品目 産地 調理場名 使用日
放射性セシウム

134

放射性セシウム

137

12/19 きゅうり 茨城 東部小 12/20
検出せず

（9.96未満）

検出せず

（11.4未満）

12/19 さつまいも 千葉 南部小 12/21
検出せず

（9.95未満）

検出せず

（11.4未満）

12/19 ほうれん草 千葉 福田一小 12/20
検出せず

（9.85未満）

検出せず

（11.3未満）

12/19 かぶ 千葉 福田二小 12/21
検出せず

（9.89未満）

検出せず

（11.4未満）

12/19 鶏もも 東京 山崎小 12/21
検出せず

（10.7未満）

検出せず

（12.3未満）

12/19 白菜 茨城 二ッ塚小 12/20
検出せず

（9.96未満）

検出せず

（11.4未満）

12/19 小松菜 千葉 東部中 12/21
検出せず

（11.3未満）

検出せず

（10.6未満）

12/19 キャベツ 愛知 南部中 12/21
検出せず

（9.92未満）

検出せず

（11.4未満）

12/19 人参 千葉 南部中 12/20
検出せず

（9.98未満）

検出せず

（11.5未満）

12/19 小松菜 茨城 福田中 12/21
検出せず

（9.89未満）

検出せず

（11.4未満）
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②調理後給食1食まるごと検査 （単位：ベクレル/キログラム）

検査日 調理場名 献立
給食

実施日

放射性セシウム

134

放射性セシウム

137

12/19 南部小
ご飯、牛乳、豆腐ナゲット、即席漬け、利休汁、

はやか
12/15

検出せず

（11.4未満）

検出せず

（10.5未満）

12/19 北部小

きなこ揚げパン、牛乳、卵とエビとブロッコリー

のソテー、白いんげん豆のミネストローネ、

みかん

12/15
検出せず

（9.88未満）

検出せず

（11.4満）

12/19 川間小
中華丼、牛乳、カシューナッツサラダ、にら玉ス

ープ、花みかん
12/15

検出せず

（9.96未満）

検出せず

（11.4未満）

12/19 山崎小
ご飯、牛乳、手作りカレーコロッケ、小松菜とチ

ーズのわさびじょう油和え、大根の味噌汁
12/16

検出せず

（11.5未満）

検出せず

（10.0未満）

12/19 みずき小
わかめご飯、牛乳、ししゃもの照り焼き、切干の

ごま酢和え、さつま汁、みかん
12/16

検出せず

（11.1未満）

検出せず

（10.4未満）

12/19 北部中
ポークカレー、牛乳、わかめサラダ、フルーツポ

ンチ
12/15

検出せず

（9.96未満）

検出せず

（11.4未満）

12/19 岩名中
マーボーうどん、牛乳、チーズパン又はレーズン

シュガーパン、小松菜サラダ、かぼちゃのバター

煮、小魚

12/15
検出せず

（10.5未満）

検出せず

（9.2未満）

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（4月1日から適用）

飲料水 牛乳 乳児用食品 一般食品

放射性セシウム

134と137の合計
10 Bq/㎏ 50 Bq/㎏ 50 Bq/㎏ 100 Bq/㎏

〈野田産の米について〉

市では、より安全を確認するため平成２８年度産米の検査を実施しました。検査結果は以下のとおりです。

【結果例：市ホームページより一部抜粋】

番号 検査日 採取日 品目 栽培状況 地域 放射性セシウム134 放射性セシウム137

1
平成29年

1月18日

平成28年

9月15日

米 露地 中部 検出せず

（6.26未満）

検出せず

（5.74未満）

2 平成29年

1月18日

平成28年

9月15日

米 露地 中部 検出せず

（6.26未満）

検出せず

（5.74未満）

3 平成29年

1月18日

平成28年

9月15日

米 露地 北部 検出せず

（6.26未満）

検出せず

（5.74未満）

4 平成29年

1月18日

平成28年

9月15日

米 露地 関宿 検出せず

（6.26未満）

検出せず

（5.74未満）

5 平成29年

1月18日

平成28年

9月15日

米 露地 関宿 検出せず

（6.26未満）

検出せず

（5.74未満）
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（２）平成２９年４月からの学校給食放射能検査について

第１回野田市学校給食運営委員会で御承認をいただきましたとおり、他市においても学校給食放射性物

質検査により、給食の安全が担保されていることや、検査費用及び検査業務の負担軽減を図る狙いから、

次の方法で取り組みます。

①まるごと検査を終了し、食材検査のみ実施する。

②食材検査については縮小して実施する。

平成２７年度実績 １５８５検体→ 平成２９年度予定 約９０４検体（学校菜園・プール水含む）

※平成２７年度の実績と比較しても、平成２９年度の野田市の予定は近隣５市の中で最多

野田市を除く近隣５市の平成２７年度平均の２．９倍の検査を実施予定。（平均３１３検体）

ア 市場に流通していない地場産食材（学校給食農家登録をしている食材２２種類）

みつば、長ネギ、ほうれん草、人参、大根、枝豆、じゃがいも、きゅうり、なす、トマト、里芋、

白菜、玉ネギ、小松菜、空豆、かぼちゃ、さつまいも、かぶ、とうもろこし、しょうが、ピーマン、

青梗菜等 ※季節や取り扱い農家数により１３検体から２８検体の検査を実施する。

イ 原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限等のある食材（使用する可能性がある食材１８種類）

ほうれん草、小松菜、水菜、チンゲン菜、キャベツ、ハクサイ、ブロッコリー、カリフラワー、

カブ、たけのこ、くり、しいたけ、ナメコ、フキ、ゼンマイ、ワラビ、ユズ、キウイ

※実際に検査する際は加工品の場合もあり

市場に流通していない地場産食材と出荷制限のある食材を月に２回ずつ、隔週で検査を実施する。

（３）今後の給食運営委員会の運営について

・学校給食に期待すること、学校給食へのご意見等



